
インボイス制度導入後の対応について

平素は法人向け国内出張手配サポート「JALオンライン」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年10月からの消費税インボイス制度（適格請求書等保存方式）導入に伴い、
JALオンラインの対応方針についてご案内いたします。
弊社は以下の内容にて適格請求書発行事業者に登録済みです。

● 名称：日本航空株式会社
● 登録番号：T7010701007666
● 本店所在地：東京都品川区東品川２丁目４番１１号

１）適格請求書について
弊社からご契約企業様向けに適格請求書の発行はいたしかねますため、
ご担当の旅行会社様から適格請求書を入手していただきますようお願いいたします。

２）JALオンラインレポート検索画面、ダウンロードファイル、ご利用確認証
消費税額はあくまで参考値となります。
適格請求書ではございませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。

３）JAL WEBサイトで発行できる領収書について
旅行会社様から適格請求書が発行されるため、JAL WEBサイトで発行できる領収書ではなく、
旅行会社様から発行される請求書でご精算ください。

引き続きのご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ先＞

JALオンライン精算デスク
TEL:03-5796-1120(有料)
営業時間:10:00-12:00、13:00-17:00(土、日、祝祭日、年末年始休み)

2023年7月12日
旅行会社精算タイプ企業さま向け


